
 

マイナ受付 
対応しています 

① 初めて受診する場合でも、薬剤情報等が医師等と 

共有でき、より適切な医療が受けられます。 

② 限度額適用認定証の手続きなしで、高額療養費 

制度を利用できます。 

(限度額を超えるお支払いが不要になります。) 

当院では、マイナンバーカードが 

健康保険証として利用できます。 

マイナポータルからの保険証 

利用登録がお済みでない方も 

受付窓口で登録できます。 

積極的にご利用ください！ 
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